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第1 本書の位置付け 

本書は、市が、稲毛海浜公園花の美術館（以下「本施設」という。）の管理運営を行う

指定管理者の指定に当たり、市が指定管理者に要求する管理運営の基準である。 

 

 

第2 指定管理者業務を実施するに当たっての前提 

指定管理者業務を行う者は、本施設の管理運営基準の前提として以下の点に留意する

こと。 

 

1 指定管理者制度の適正な理解に基づく業務の履行 

指定管理者制度は、公の施設の管理受託者を、民間の事業者に門戸を開放し、民間の

事業者の有するノウハウを活用することにより、市民サービスの向上につなげようとす

るものである（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２。平成１５年９

月の地方自治法の一部改正）。 

指定管理者業務を行う者は、関係法令、指定管理者制度の適正な理解等に基づき、業

務を実施すること。 

 

2 市の施策の適正な理解に基づく業務の履行 

指定管理者は、以下に示す施策を踏まえ、管理運営の体制の構築や業務の実施を行う

こと。 

ア 施策理解  

本施設所有者である市の施策を理解の上、施設の維持管理及び自主事業を実施す

ること。 

イ 市内産業の振興  

本施設の管理を行うに際し、その一部を第三者に委託し、又は請け負わせる等の

場合は、原則として市内業者を対象とすること。特に、軽易な作業等については、

可能な限り障害者団体等への委託等に配慮すること。 

ウ 市民雇用への配慮及び障害者雇用の確保  

指定管理者は、業務遂行に当たり、新たに発生する雇用については、率先して千

葉市民の雇用を図ること。また、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和５３年

法律第１２３号）における事業者の義務を遵守し、率先して障害者雇用の促進に努

めること。 

エ 男女共同参画社会の推進  

千葉市男女共同参画ハーモニー条例（平成１４年千葉市条例第３４号）の趣旨に

基づき、男女が働きやすい職場環境の整備に努めること。 
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オ 環境への配慮  

千葉市環境基本条例（平成６年千葉市条例第４３号）の趣旨に基づき、環境への

負荷軽減、環境の保全等に努めること。 

カ 災害時の対応  

大規模災害時には、本書に定めのない事項についても、市の指示に従うこと。 

キ 施設の命名権への協力  

本施設には命名権（ネーミングクライツ）が採用されることがある。 

命名権取得者が権利を行使するに当たっては、指定管理者は別途締結される命名

権の協定書等に基づき、市に協力すること。 

※  ネーミングライツ：施設命名権。スポーツ施設等の名称に、スポンサー企業の 社

名やブランド名を呼称として付与する権利をいう。 

 

3 関係法令を遵守した業務の履行 

指定管理者は、以下に示す法令等および、業務の実施に当たって遵守すべき法令等

を遵守し、業務を履行すること。 

ア 都市公園法  

イ 地方自治法  

ウ 都市計画法  

エ 千葉市都市公園条例（昭和 34 年千葉市条例第 20 号）  

オ 千葉市都市公園条例施行規則（昭和 34 年千葉市規則第４号）  

カ 千葉市公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例（平成 22

年 3 月 23 日条例第 7 号）  

キ 千葉市行政手続条例（平成７年千葉市条例第 40 号）  

ク 千葉市情報公開条例（平成 12 年千葉市条例第 52 号）  

ケ 千葉市個人情報保護条例（平成 17 年千葉市条例第５号）  

なお、上記に関連する施行令・規則等についても含むものとし、その他関連する

法規がある場合は、それらを遵守すること。 

 

4 協定（リスク分担）に基づいた業務の履行 

指定管理者は、以下に示すリスク分担に基づき、業務を履行すること。なお、リス

ク分担は、最終的には協定書により定めるものとする。 

種類 リスクの内容 負担者 

市 指定管理者 

法令等の変更 本事業に直接影響する法令等の変更 ○  

税制の変更 指定管理者の利益にかかるもの  ○ 

上記以外のもの ○  
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業務の中止・延

期 

市の指示によるもの ○  

指定管理者の事業放棄、破綻  ○ 

不可抗力 天災・暴動等による履行不能 ○  

許認可遅延 業務の実施に必要な許認可取得の遅

延・失効等（市が取得するもの） 

○  

上記以外の場合  ○ 

議会の議決 指定管理者指定議案が可決されなか

ったことに起因するもの 

 ○ 

計画変更 事業内容の変更※ ○ △ 

運営費上昇 計画変更以外の要因によるもの  ○ 

施設等の損傷 指定管理者の責めに帰すべき場合  ○ 

上記以外の場合 ○  

性能不適合 本書及び協定に定めた水準に不適合  ○ 

需要変動 実施条件を超える需要変動※ ○ △ 

上記以外の場合  ○ 

利用者への対応 施設所有者の責めに帰すべき場合 ○  

上記以外の場合  ○ 

第三者への賠償 施設運営上の周辺住民等への損害  ○ 

施設の管理瑕疵によるもの  ○ 

※公の施設において行う事業は、毎年度の予算や実施方針の変化により変動するこ

とがある。その場合、指定管理者は市と協議の上、適切な範囲においてリスクを

負担することがある。 

 

5 指定管理期間 

指定期間は、平成２３年４月１日から平成２８年３月３１日までとする。 

 

 

第3 施設の概要及び特徴 

本施設の概要及び特徴は、以下のとおりである。 

指定管理者の管理すべき区域は、別途提示する管理区域図に示すとおりである。 

ただし、区域内であっても、以下に掲げるものは、基本的に指定管理者業務の対象外

である。（指定管理者が自主事業の実施に当たり取得する許可に基づくものを除く）。 

（1）市の設置許可を受けた施設の管理運営業務 

（2）市の管理許可を受けた施設の運営業務 

上記の(1)設置許可及び(2)管理許可を申請した場合、その区域については、自主事業と

して管理すること。 
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また、(1)設置許可及び(2)管理許可の申請をしないことも出来るが、この場合、現在設置許可

及び管理許可を受けている者又は、公募により選定された者等に対し、市の許可要件に抵触し

ない限り許可を与える方針である。 

その際に、指定管理者は、事業実施に当たって、それら許可受者との調整を図り、利用者等に

対して支障のないよう留意すること。 

 

花の美術館 

所 在 地 千葉市美浜区高浜７丁目２番４号 

開  設 平成８年４月２日 

施  設 敷地面積 20,330 ㎡、床面積 3,939.42 ㎡ 

展 示 棟 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、床面積 2,589.41 ㎡、ア

トリウム、緑の相談コーナー、多目的室、花工房、展示

室 

温 室 棟 鉄骨造、床面積 986.93 ㎡ 

休 憩 棟 鉄筋コンクリート造、床面積 363.08 ㎡ 

見 本 園 前庭、脇庭、後庭、中庭 

特  徴 平成７年に本市で開催された「第 12 回全国都市緑化ちばフェア」

のテーマ館として設置された施設であり、翌平成８年４月より緑化

推進の拠点施設として一般供用されている。  

本施設では、「花の都・ちば」の拠点施設として、市民に対して花

の育て方などを通じて「花のある豊かな暮らし」「花いっぱいのま

ちづくり」に向けた様々な提案を行うとともに、温室棟・展示棟及

び前庭・脇庭・後庭の花壇において１年を通じた、四季折々の花・

植物展示を行っている。 

供用時間 午前９時半から午後４時半まで 

供 用 日 月曜日及び年末年始（詳細は都市公園条例を参照のこと）以外の日 

本施設において、指定管理者業務の対象外となる第３(1)に該当する施設は、自動販売

機（１台）であり、第３(2)に該当する施設は、グリーンサロン内売店及びレストランで

ある。 

 

※本施設専用の駐車場は設置されていない。近隣に(財)千葉市みどりの協会が運営

駐車場(1,000 台収容、普通車 500 円／日)がある。 

なお、期間中に料金を変更する場合もある。 

 

第4 供用時間及び供用日 

原則として、本施設の供用時間及び供用日は、都市公園条例で定めるとおりとする。 



花の美術館 

 5 

ただし、指定管理者は、市長の承認を得て供用時間を変更し、または、供用日以外の

日に供用することができる。 

なお、市は、施設の管理上必要があると認めたときは、臨時に供用日又は供用時間に

施設を供用させないことができる。 

 

 

第5 市民利用 

本施設及び隣接する公園園地において、毎年度「春季・秋季みどりと花の催し」「み

どりと水辺のつどい」「１０月の緑と水辺の強調月間」等のイベントが開催されている。

指定管理者は、本施設の管理運営に当たり、上記イベント等の主催者と協力し、本施設

及び公園利用者の利用の支障とならないよう配慮すること。 

 

 

第6 経理に関する事項 

1 利用料金の設定 

本施設では利用料金制度を導入する。指定管理者は、市が千葉市都市公園条例第 20 条

で規定する額の範囲内で、市長の承認を得て、利用料金を定めることができる。 

 

2 利用料金の減免 

指定管理者は、本施設の利用料金について、千葉市都市公園条例第 21 条及び千葉市都

市公園条例施行規則第 15 条の規定に基づく減免を行うこと。 

（1）障害者及びその介護者 

規則に定める手帳を提示して本施設を使用する障害者の利用料金は、全額免除とす

る。また、障害者に付き添って本施設を使用する介護者については、障害者１名につ

き介護者１名の利用料金を全額免除すること。 

（2）学校教育の一環としての使用 

本市立の義務教育諸学校が、学校教育の一環として本施設を使用する際の利用料金

は、全額を免除すること。 

なお、千葉市都市公園条例施行規則第 15 条に規定する特に必要がある場合として

市長が定める場合は、以下に掲げるものである。 

（3）シルバーカード 

千葉市シルバーカード交付要綱により発行された「シルバーカード」を窓口に提示

した者の利用料金の全額 

  ※千葉市シルバーカードの交付については、平成２１年度末で終了 

（4）無料招待券 

本施設の利用促進の一環として発行する無料招待券を窓口に提示した者の利用料
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金の全額（P13 「8(1)利用促進」を参照すること。） 

（5）無料開放 

市民の日（10 月 18 日）とその直近の土・日曜日のいずれか、の計２日間における、

本施設の入館料は、無料とする。 

また、毎週土曜日において、市教育委員会が配布する「ふれあいパスポート」を提

示する市内在住在学の全小・中学生の入館利用料金は、無料とする。 

 

3 利用料金の徴収・管理 

利用料金の徴収は、原則、前納とする。指定管理者は、使用者が使用許可申請書を提

出する際に、利用料金の徴収を行い、使用許可書を発行すること。徴収した全ての利用

料金について必要な帳簿を作成すること。 

また、徴収した現金に関しては、施設内で安全に保管するとともに、速やかに金融機

関等への預け入れ等を行うこと。なお、現金の輸送に関しては、警備もしくは動産保険

等への加入等、必要な現金保全措置を講ずること。 

 

4 自主事業による収入 

指定管理者は、自主事業を実施することにより収入を得ることができる。自主事業の

詳細については「第８施設運営業務 ７指定管理者の自主事業」を参照すること。 

 

5 管理経費 

本施設の管理運営に当たり必要となる経費として、市が指定管理者に支払う指定管理

委託料に含まれるものは、以下のとおりである。 

（1）人件費（退職給与引当金を含む） 

（2）事務費（旅費、消耗品費、食料費、燃料費等） 

（3）管理費（施設管理費、清掃費、設備機器管理費、修繕料等） 

なお、当該事業により発生する公租公課（例：事業所税等）については、協定書に別

段の定めがある場合を除き、指定管理者の負担となることから、事前に十分な調査をし

た上で、収支予算書等へ適切に反映させること。 

 

第7 使用許可業務 

指定管理者は、本施設の使用許可、使用許可の取消し及び使用の制限に当たっては、

千葉市行政手続条例及び千葉市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則を遵守して行わ

なければならない。 

第8 施設運営業務 

1 運営業務の基本方針 

指定管理者は、指定期間中、条例、規則、本書、協定書並びに協定書締結後に指定管
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理者が自ら作成する各種業務計画書に従い、本施設の運営を行うものとする。 

指定管理者は、創意工夫やノウハウを積極的に活用し、合理的かつ効率的に業務を実

施し、利用者満足の向上、利用者への啓発に努めること。また、利用者の安全、衛生及

び快適性の確保に努めること。 

 

2 運営業務の範囲 

施設の運営について、指定管理者が行う業務は以下のとおりとする。 

ア 運営業務  

イ 展示業務  

ウ 施設貸出業務  

エ 市からの事業実施受託業務  

オ 指定管理者の自主事業実施  

カ その他運営業務  

 

3 運営業務 

（1）広報・プロモーション業務 

指定管理者は、市民等の利用促進を図るため、以下の例を参考に、必要媒体の作成、

配布等、積極的かつ効果的に広報･宣伝を行うこと。市政だよりへの掲載を依頼する

場合は、事前に市と協議し、指示に従うこと。 

ア インターネットのホームページの開設、更新等  

イ 施設案内リーフレットの作成・配布  

ウ 必要に応じて、情報紙、各事業のチラシ等の作成・配布  

エ 事業報告書又は事業概要等、本施設の業務等を紹介する資料の作

成・配布  

また、指定管理者は、施設、事業に関する積極的なプロモーション活動を行い、市

民等の利用促進、利用拡大を図ること。 

（2）予約・問合せ 

ア 貸出施設の予約受付  

指定管理者は、本施設の使用の許可を受けようとする者の申請を、使用しようと

する日の属する月の３ヶ月前（この日が供用日以外の日にあたるときは、その翌日。

ただし、１月においては１月４日とし、その日が供用日以外の日にあたるときは、

１月５日）から受け付けるものとする。 

なお、予約に当たっては、電話での受付は行わず、直接花の美術館の窓口に来館

の上、申し込みを受け付けること。 

電話による問合せの受付時間は、原則として供用時間と一致する。 

ただし、指定管理者の提案により、電話による予約受付の実施及び問合せ時間の
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拡大等は可能である。 

なお、指定管理者の提案により、市の承諾を得てインターネットでの予約受付シ

ステムを構築し、実施することは可能である。 

イ 講習・講座等の申し込み受付  

指定管理者は、本施設において実施される講習・講座その他の事業に参加しよう

とする者の申し込みを、市政だより等による各事業の募集案内に定める日から、往

復はがきまたは電話により受け付けるものとする。 

なお、指定管理者の提案により、市の承諾を得てインターネットでの予約受付シ

ステムを構築し、実施することは可能である。 

（3）受付 

指定管理者は、受付業務として、利用者の利用受付、料金徴収、各種の案内及び利

用者への対応等を行うこと。施設やサービス内容の特性を踏まえ、利用者の利便性を

十分に確保する運営を行うこと。 

また、売上及び利用者の状況等、必要なデータの把握、整理を行うこと。 

なお、指定管理者は、本施設の入館（使用）許可を受けようとする者の申請を、利

用当日に窓口にて受け付けるものとする。 

（4）接客 

ア 接客  

指定管理者は、本施設の利用者の利便性及び安全性に十分に配慮するとともに、

利用者に対し公平な運営に留意し、不当な差別的取り扱いとならないように特に注

意すること。 

イ 要望･苦情対応  

指定管理者は、本施設に関する要望及び苦情に対して誠意をもって対応するとと

もに、速やかに内容を市へ報告すること。 

また、指定管理者は、要望・苦情に対する代替案・改善策を提示するとともに、

市と協議の上、代替案・改善策等を実行すること。 

ウ ユニバーサルサービス  

指定管理者は、身体障害者及び高齢者等の利用に際しては、円滑な施設利用が可

能となるよう適切に対応すること。また、原則として身体障害者の補助犬同伴を拒

んでならない。 

エ 迷子・拾得物  

指定管理者は、迷子の捜索・保護及び放送並びに拾得物の保管及び遺失物を捜索

すること。状況に応じて警察等の協力を要請する等、適切な対応に努めること。 

オ ホームレスの取り扱い  

指定管理者は、本施設及び本施設周辺において、ホームレスが起居の場所として

使用し、施設利用者等の適正な利用が妨げられている場合は、市と協力して必要な
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措置を講じること。 

（5）専門員の配置 

「みどりの相談業務」の実施に当たり、市民への緑を守り育てるための知識を深め

るため、利用者・問い合わせ者に対して、植栽・草花・造園等の経験・知識を有する

者を「みどりの相談員」として常駐させること。 

（6）情報公開、個人情報の保護及び秘密の保持 

ア 情報公開  

指定管理者は、千葉市情報公開条例を遵守するとともに、千葉市指定管理者情報

公開規程に従い自ら情報公開規程を作成し、本施設の管理運営に当たり作成または

取得した文書等のうち、公開の必要な情報に関する開示請求に対して、適切に対応

するとともに、必要な措置等を講じること。 

イ 個人情報の保護  

指定管理者は、千葉市個人情報保護条例を遵守するとともに、指定管理者個人情

報保護規程に従い自ら個人情報保護規程を作成し、本施設を運営・管理するに当た

り知り得た市民等の個人情報について、漏洩、滅失、又は毀損の防止等、個人情報

の適切な管理のために必要な措置等を講じること。 

また、運営及び維持管理業務に従事している者又は従事していた者は、個人情報

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

ウ 秘密の保持  

指定管理者は、業務の実施において知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 

（7）急病等への対応 

指定管理者は、本施設の利用者、来場者等の急な病気・けが等に対応できるよう、

近隣の医療機関等と連携し、的確な対応を行うこと。 

事故及び犯罪等については、直ちに市及び関係機関に伝達を行い、必要な指示に従

うとともに、書面により速やかに報告等を行うこと。 

（8）災害時の対応 

指定管理者は、災害等緊急時においては、「千葉市地域防災計画」に準拠し、市や

医療機関、関係機関と協力し、的確に対応を図ること。 

利用者の避難、誘導、安全確保等及び必要な通報等についての本施設に関する対応

マニュアルを作成すること。 

注意報・警報が発令された場合には、直ちに利用者にその旨を伝達できるよう、訓

練及び放送設備の保守等を適切に行っておくこと。 

災害時等に市が緊急に防災拠点、避難場所等として本施設を使用する必要があると

きは、市の指示により、優先して広域応援部隊、避難者等を受け入れること。 

（9）備品・用具等の貸出 

指定管理者は、利用者の活動等の便宜を図るために、本施設の備え付けの備品、用
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具等を必要に応じて貸し出すこと。 

また、指定管理者は、利用者の利便性や嗜好を踏まえ、自ら調達した備品・用具等

を設置、貸し出すことができる。その場合には、事前に市と協議すること。 

 

4 展示業務 

指定管理者は、本施設において、定常的に展示サービスを提供し、利用者への接客を

積極的に行い、利用者の啓発に努めること。また、事業評価の結果や利用ニーズ等を踏

まえ、広報、接客、事業活動等を通じて積極的に利用者の増加に努めること。 

指定期間中は、以下の展示物を常設展示として予定しているが、常設展示の展示替え・

企画展示の開催について、指定管理者は積極的な提案を行い、市と協議の上、展示サー

ビス、顧客満足向上のためのサービス提供を行うこと。 

また、植栽展示については、鉢花、草花、観葉植物など展示・装飾を計画的に行い、

展示中の美観の形成に努め、利用者に安全・快適で、植物に関する文化の啓発に資する

よう、植物の企画展示に努めること。 

展示物については、適宜、簡易清掃を行い、美観の向上に努め、また機械機器等の展

示物については適切な点検・保守・修繕を行うこと。  

（1）常設展示 

ア 絵画２点（クロード・モネの睡蓮「日没」「緑の反映」）  

イ 展示映像機器７基  

ハス・スイレン情報検索、花うらない・花だんづくり、花の画集・君もフローリ

スト、大型モニター、プラントロン、花の名、クイズ館 

ウ その他展示物  

花の万華鏡、ファニチャーショップ、ドレスショップ、ネイチャーショップ、フ

ラワー発見ギャラリー、フラワー体験カフェ 

（2）植栽展示 

ア 展示棟植栽展示  

屋内植栽展示は、季節に応じた展示を行うため、年６回以上、植物を入れ替える

こと。 

イ 屋内温室植栽展示  

常設の熱帯・亜熱帯植物以外に、「洋ラン」の展示植栽を必須とする。 

ウ 屋外植栽展示  

前庭・脇庭等は、１年を通じて四季折々の草花展示を行うため、年４回以上の植

え替えを行うこと。後庭は、バラ・宿根草の展示を行うこと。 

エ 花の門  

花の美術館の正門として、１年を通じて四季折々の草花展示を行うため、91個の

バスケットに年４回の植え替えを行うこと。 
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5 施設貸出業務 

指定管理者は、貸出対象となっている各施設の貸出・利用について、利用者の利便性

を第一とすること。 

貸出に当たっては、利用者の犯罪、火遊びや公序良俗に反するような行為等を慎むよ

う、注意を促すこと。 

また、備品の設置及びレイアウト替え、備品の貸出、ケータリングの対応等、利用者

の利便性を高めるために必要な対応を図ること。 

利用後の簡易清掃は利用者に依頼し、その後の点検・後片付け等を行い、次の利用者

が気持ちよく利用できる状態を保つこと。 

貸出施設

名称 

料金 面積 収容人

数等 

床仕上げ 用途 主要備品・特記事項 

花工房 有料 90㎡ 40名 ゴムタイル 講習会、体験学習

の会場、主に土日

曜日に開催 

作業台、椅子 

 

6 市からの事業実施受託業務 

市は、本施設において指定期間中に実施を予定する以下の事業を「市からの受託事業

（以下「受託事業」という。）」として設定し、指定管理者は、これらの受託事業を継続

して実施することとする。指定管理者は、受託事業の実施に当たり、広報、接客、事業

の工夫等、利用者の満足を高めるサービス提供に努めること。 

なお、受託事業の実施に係る費用は、指定管理委託料に含まれるものとする。 

指定管理者は、受託事業について、その内容の変更及び追加について積極的に市に提

案を行うものとする。市は、指定管理者の提案に基づき、必要に応じて受託事業の内容

の変更及び追加を行うものとする。これにより増加する費用については、市が各年度の

予算において確保し、負担するものとする。 

受託事業名 実施回数 料金 備考 

みどりの相談 通年実施 無料 知識・経験を有する専門員を

相談員として常駐 

フラワーカレッジ 年 50 回程度 有料 

（材料費のみ） 

毎週土曜又は日曜日に開催、

１回２時間 

企画展示 年 33 回程度 無料 フラワーカレッジ講師等に

よる展示、１回２週間程度 

市民展示 年 44 回程度 無料 ２階展示室を市民団体に開

放、１回１週間程度、設営・

撤収・展示物の管理は出展者 

イベント 年 10 回程度 無料 みどりの日、緑と水辺の強調

月間に関するイベント、ラベ

ンダーまつり、フローラルク

リスマス等 
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また、市からの受託事業以外に、市は講座・教室等の実施についての業務提案を行う

ことができ、提案が行われた場合、指定管理者は当該業務の実施の可否、経費等につき

市と協議し、指定管理業務との調整を図り、必要に応じ、別途締結する契約に基づき、

当該業務を実施することができる。 

 

7 指定管理者の自主事業実施 

（1）施設の興行の企画・誘致業務 

指定管理者は、本施設を利用して、本施設の設置目的に適合する範囲において、自

らの企画による興行を実施し、又は興行の誘致等を行い、自らの収入とすることがで

きる。興行の企画・誘致に係る費用（利用料金、報償費、材料費、事務経費等）は、

すべて指定管理者の負担とし、市からの指定管理委託料を充ててはならない。 

興行の企画・誘致の内容については、各年度の事業計画の作成時に市と協議を行い、

市の承諾を得ること。実際の実施に当たり、当該年度の事業計画との変更が生じる場

合は、市と調整を行い、確認を得ること。 

指定管理者が興行を実施する場合、管理を行っている施設を利用する場合でも所定

の利用料金を負担するものとする。 

なお、興行の企画・誘致に当たっては、以下に示す条件を満たすこと。 

ア 本施設の設置目的に適合する使用  

イ 市が本施設の使用を求める日程以外の使用  

ウ 施設利用が市の要求する運営サービスに支障をきたさない使用  

エ 公序良俗に反しない興行としての使用  

オ 関連する法規を遵守し、施設の特徴等に沿った内容の使用  

（2）飲食・物販事業実施 

指定管理者は、市の設置許可又は管理許可を得て、利用者に食事、喫茶等の飲食提

供や、活動･滞在の利便性を高めるための物品を提供･販売することができる。この場

合、指定管理者は、所定の使用料を市に支払うものとする。特に、飲食事業の実施に

関しては、食品衛生法等の必要な法規・法令を遵守し、利用者に安全な飲食物を提供

すること。 

提供･販売する食事等の内容（メニュー）、方法（自動販売機、ケータリング等の

活用も可）及び料金等は、指定管理者が設定する。 

これらの業務を行う場合、あらかじめ事業決定前にその内容を市に通知・協議する

こととする。 

なお、内装工事を行った場合は、指定管理期間終了時に原則として原状に復するこ

と。 

また、設置許可又は管理許可の申請をしないことも出来きるが、この場合、現在許可を

受けている者又は、公募により選定された者に対し、市の許可要件に抵触しない限り許可
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を与える方針である。その際には許可受者との調整を図り、施設並びに公園利用者の支

障とならないよう配慮すること。 

ア 飲食事業  

指定管理者は、管理許可により、休憩棟において管理許可によるレストラン運営

を行うことができる。 

イ 物販・自動販売機設置事業  

指定管理者は、設置許可により、グリーンサロン内での売店運営（20 ㎡）の他、

新たな売店運営・自動販売機設置などの飲食・物販事業を行うことができる。 

また、管理許可・設置許可の申請をしないことも出来きるが、この場合、現在許可を受

けている者又は、公募により選定された者等に対し、市の許可要件に抵触しない限り許可

を与える方針である。 

その際には許可受者と調整の上、施設並びに公園利用者の支障とならないよう配

慮すること。この場合、指定管理者は所定の使用料を市に支払うものとする。 

 

8 その他運営業務 

（1）利用促進 

市は、本施設の利用促進の一環として、市の主催する各種事業・イベント等におい

て無料招待券の配布を予定している。指定管理者は、市の指示により無料招待券を作

成すること。 

なお、本招待券を本施設窓口に持参した者については、「第６ ２ 利用料金の減免」

に定めるところにより、入館利用料金を減免すること。 

 

第9 施設維持管理業務 

1 維持管理業務実施の基本方針 

指定管理者は、本書のほか、「建築保全業務共通仕様書」（国土交通省大臣官房官庁営

繕部監修）及び「千葉市公園緑地維持標準仕様書」、「エレベーター保守点検業務委託に

ついて」（平成 22 年 2 月 10 日建築部建築保全課）を参考に業務を履行すること。 

本施設の管理区域については、別途提示する管理区域図に示すとおりである。なお、

隣接する公園園地については管理区域外であるが、指定管理者は、管理区域外の維持管

理業務を行う者と協力して、本施設及び公園利用者の利用に支障のないよう維持管理業

務を行うこと。 

また、以下の基本方針を踏まえた維持管理業務を遂行し、利用者の利便性・快適性の

確保に努めること。 
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ア 関係法令等を遵守すること。  

イ 施設の環境を安全、快適かつ衛生的に保ち、利用者の健康被害を未

然に防止すること。  

ウ 施設が有する機能及び性能等を保つこと。  

エ 合理的かつ効率的な維持管理の実施に努めること。  

オ 物理的劣化等による危険・障害等の発見・点検に努めること。  

カ 予防保全に努めること。  

キ 環境負荷を抑制し、環境汚染等の発生防止に努めるとともに、省資

源、省エネルギーに努めること。  

ク 施設の長寿命化に配慮すること。  

 

2 業務の対象範囲 

施設の維持管理について、指定管理者が行う業務は以下のとおりとする。 

ア 建築物維持管理業務  

イ 建築設備維持管理業務  

ウ 車両・什器・備品維持管理業務  

エ 植栽維持管理業務  

オ 清掃業務  

カ 環境衛生管理業務  

キ 保安警備業務  

ク 各施設のその他維持管理業務  

 

3 用語の定義 

（1）点検 

建築物等の部分について、損傷、変形、腐食異臭その他の異常の有無を調査するこ

とをいう（「建築保全業務共通仕様書」より）。 

（2）保守 

建築物等の機能の回復又は危険の防止のために行う消耗部品の取り替え、注油、塗

装その他これらに類する軽微な作業をいう（「建築保全業務共通仕様書」より）。 

（3）修繕 

劣化した部位、部材又は機器の性能又は機能を修理し、又は更新することに当たり、

現状（初期の水準）又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。ただし、

保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取替え等を除く。 
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4 建築物維持管理業務 

（1）業務の対象範囲・内容 

建築物維持管理業務の対象範囲は、対象施設の建築物の屋根、外壁、建具（内部・

外部）、天井、内壁、床、階段、付属物等の各部位とする。 

指定管理者は、建築物が正常な機能を保持し、利用者が安全、快適に施設を使用す

ることができるよう建築物の点検、保守等を行うこと。 

建築物が正常に機能しない場合、または正常に機能しない恐れが明らかになった場

合には、適切な方法により応急の対応をするとともに、市へ報告すること。 

（2）建築物維持管理の基準 

ア 建築物に対して、関連法令等の定めや「建築保全業務共通仕様書」

を参考に、日常点検、定期点検を実施すること。  

イ 点検に当たっては、特に天井・外壁の雨漏り・劣化、床、階段、手

すり等の劣化・損傷など、利用者の安全性、快適性に配慮した点検を

行うこと。  

ウ 建築物の仕上げ材等に関しては、結露やカビの発生防止、開閉・施

錠装置、自動扉等の正常な作動、床仕上げの清掃など、日常的な保守

を行うこと。  

エ 建築物の不具合を発見した際には、速やかに市に報告すること。  

オ 劣化診断や劣化判定及び修繕が必要とされる不具合については、市

と協議の上、劣化等の判断、修繕の決定を行うこととする。  

カ 指定管理者の責めに帰すべき事由に関する建築物の更新費用は、指

定管理者の負担とする。  

 

5 建築設備維持管理業務 

（1）業務の対象範囲・内容 

建築設備維持管理業務の対象範囲は、対象施設に設置される電気設備、温熱源機器、

冷熱源機器、冷暖房関連機器、給排水衛生設備、昇降機、雨水ろ過装置、監視制御設

備、防災設備等の設備とする。 

指定管理者は、建築設備が正常な機能を保持し、利用者が安全、快適に施設を使用

することができるよう建築設備の運転・監視、点検、保守等を行うこと。 

正常に機能しない場合、または正常に機能しない恐れが明らかになった場合には、

適切な方法により応急の対応を行うとともに、市へ報告すること。 

（2）建築設備維持管理の基準 

建築設備に対して、関連法令等の定めや「建築保全業務共通仕様書」、「エレベー

ター保守点検業務委託について」を参考に、日常点検、定期点検、保守等を実施する

こと。 
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ア 運転監視業務  

設備の適正な運用を図るために行う運転及び監視並びにこれに関連する電力、用 

水、燃料等の需給状態を管理すること。また、設備に応じて、適切な運転記録をと 

ること。 

イ 日常点検及び保守業務  

日常の機器運転管理、点検、保守を行うこと。また、点検及び正常に機能しない

際の対応等について、適切に記録を残すこと。 

ウ 定期点検及び保守業務  

設備の機能保持のため、年 1 回以上運転中の機器を停止し、外観点検、機能点検、 

機器動作特性試験、整備業務を行うこと。その際に、必要な消耗品の保守・更新に  

ついても、指定管理者の負担により随時行うこと。また、点検及び正常に機能しな

い際の対応等について、適切に記録を残すこと。 

エ 法定点検及び保守業務  

各設備の関連法令の定めにより、点検を実施すること。その際に、必要な消耗品 

の保守・更新についても、指定管理者の負担により随時行うこと。また、点検及び

正常に機能しない際の対応等について、適切に記録を残すこと。 

オ 建築設備の不具合を発見した際には、速やかに市に報告すること。  

カ 劣化診断や劣化判定及び修繕が必要とされる不具合については、市

と協議の上、劣化等の判断、修繕の決定を行うこととする。  

キ 指定管理者の責めに帰すべき事由に関する建築設備の更新費用は、

指定管理者の負担とする。  

ク 法令対応が必要な建築設備の定期点検などの費用は、指定管理委託

料に含まれるものとするが、法令点検等の対応等は原則として指定管

理者が代行することとする。なお、点検等に当たり、所有者の証明書

類等が必要な場合は、市がこれを貸与もしくは準備することとする。 

（3）管理対象となる設備内容及び管理区分 

指定管理者の管理対象となる設備内容及び管理区分は、別途提示する管理区域図に

示す区域及びその区域に含まれる設備並びに関連設備とする。 

 

6 車両・什器・備品維持管理業務 

（1）業務の対象範囲・内容 

車両・什器・備品維持管理業務の対象範囲は、本施設に配備されている市所有の車

両・什器・備品とする。 

指定管理者は、車両の正常な機能を保持し、かつ必要な法定点検対応、自動車任意

保険への加入等、必要な法令等に対処し、万が一の事故対応等に備えること。また、

業務に当たり、車両を使用する場合は、歩行者等への安全を十分に図ること。 
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什器・備品に関しては、正常な機能を保持し、利用者が安全、快適に施設を使用す

ることができるよう点検、保守等を行うこと。 

車両・什器・備品が正常に機能しない場合、または正常に機能しない恐れが明らか

になった場合には、適切な方法により応急の対応をするとともに、市へ報告すること。 

（2）車両・什器・備品維持管理の基準 

ア 車両・什器・備品に対して、日常点検、定期点検、日常の清掃等を

行い、また、機械器具については保守等を実施すること。  

イ 点検に当たっては、車両・什器・備品の劣化・損傷など、老朽化や

利用者の安全性、快適性に配慮した点検を行うこと。  

ウ 日常の清掃に当たっては、特に展示物の什器・備品に関して拭き掃

除、配置換え等を行い、美観の形成に努めること。  

エ 車両・什器・備品の不具合を発見した際には、速やかに市に報告す

ること。  

オ 劣化判定及び修繕が必要とされる不具合については、市と協議の上、

劣化等の判断、修繕の決定を行うこととする。  

カ 指定管理者の責めに帰すべき事由に関する車両・什器・備品の更新

費用は、指定管理者の負担とする。  

キ 市が所有し、指定管理者に貸与する車両等の定期法定点検及び公租

公課については、指定管理者が点検を受け、公租公課を負担するもの

とする。当該点検に係る費用及び公租公課については指定管理委託料

に含まれるものとする。なお、所有者の証明書類等が必要な場合は、

市がこれを貸与もしくは準備することとする。  

（3）車両・什器・備品管理の留意点 

ア 市は指定管理者に対して、現在、施設に配備してある市所有の車両・

什器・備品を原則として無償で貸与する予定である。  

イ 指定管理者が購入した車両・什器・備品の所有権は、指定管理者に

帰属する。  

ウ 対象施設の現状活用されている車両・什器・備品の更新については、

市と協議の上、決定することとする。  

（4）備品台帳 

指定管理者は、備品管理に当たり、備品台帳を整備すること。 

備品台帳は、市所有の備品と指定管理者所有の備品とに区分すること。市所有の備

品については、市が貸与する備品台帳にて管理することとし、指定管理者所有の備品

は、指定管理者が作成する備品台帳にて管理すること。 

備品台帳に記載する事項は、品名、規格、金額（単価）、数量、購入年月日、耐用

年数、備品の所有者、保険・公租公課等を必ず記載すること。なお、備品とは、比較
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的長期間にわたって、その性質、形状等を変えることなく使用に耐えるもので、購入

価格が単価２万円以上の物品をいう。 

 

7 植栽維持管理業務 

（1）業務の対象範囲・内容 

植栽維持管理業務の対象範囲は、対象施設の敷地・建物内の高木、中低木、花壇、

芝生等の植物とする。 

指定管理者は、植物を適切に保護・育成・処理することにより、豊かで美しい施設

内の自然環境を維持し、利用者が安全で快適に施設を利用し、植物を楽しめる空間を

作り出すこと。 

（2）植栽維持管理の基準 

ア 植栽の維持管理  

(ｱ)植物の維持管理に当たっては、「千葉市公園緑地維持標準仕様書」に従うこと。 

(ｲ)植物の種類、形状、生育状況等に応じ、適切な方法による維持管理を行うこと。 

(ｳ)使用薬剤、肥料等は、環境及び安全性に配慮して選定すること。特に薬剤散布に

ついては、農薬取締法及び「千葉市の施設等における農薬・殺虫剤等薬剤の適正

使用に係る指針」を遵守すること。 

(ｴ)施肥、潅水及び病害虫の防除等を行い、植物を常に良好な状態に保つこと。 

(ｵ)必要な場合は、利用者の使用制限を行い、適正な養生期間を設けること。 

(ｶ)剪定、刈り込み及び除草等を適宜行い、利用者及び通行者等の安全を確保すると

ともに、快適性や美観を保つこと。 

(ｷ)強風で折れないような補強や冬の寒さからの保護のための養生を行うこと。 

(ｸ)剪定、伐採等による発生材については、極力、園外へ持ち出さず、園内でリサイ

クル活用し、資源の再利用を図ること。 

イ 池・水流等の維持管理  

(ｱ)排水管、排水桝、噴水ノズル等の設備については、ゴミ、土砂等を取り除き、給

排水を常に良好な状態に保つこと。 

(ｲ)水面、池底、池壁のゴミ、土砂等を取り除き、池環境を良好な状態に保つこと。 

(ｳ)池中の飼育生物については、既存の生物を保全するとともに、魚類の不法投棄や

外来種投棄に注意を払うこと。 

 

8 清掃業務 

（1）業務の対象範囲・内容 

清掃業務の対象範囲は、別途提示する管理区域図に示す管理区域内の建築物の内部

及び外部とする。 

指定管理者は、本施設について、良好な環境衛生、美観の維持に心がけ、快適な空
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間を保つために、日常清掃、定期清掃を行うこと。 

（2）清掃の基準 

清掃に関しては、「建築保全業務共通仕様書」を参考に、日常の清掃、定期清掃等

を実施すること。 

ア 利用者清掃  

施設の貸出・利用に当たっては、使用後に、利用者に簡易清掃の実施や忘れ物の

点検を促すこと。 

イ 日常清掃  

指定管理者は、対象施設及び対象施設周囲及び備品、器具等を常に清潔な状態に

保つこと。清掃回数等の条件は、指定管理者が利用頻度に応じて、適切に設定する

こと。 

また、消耗品は常に補充された状態にすること。なお、イベント企画等、その他

興行で施設が利用される場合は、原則として興行主が、本施設内外で発生したごみ

等を処理するとともに、使用した貸室等について簡易的に清掃・整備を行うことと

する。 

ウ 定期清掃  

指定管理者は、日常清掃では実施しにくい以下に挙げる清掃については、利用者

等に不快感を与えないよう、必要に応じて定期清掃を実施すること。 

(ｱ)ガラス清掃（温室棟を含む） 

(ｲ)ブラインド清掃 

(ｳ)害虫駆除 

(ｴ)床清掃 

(ｵ)照明等 

(ｶ)絨毯 

エ その他  

指定管理者は、日常清掃及び定期清掃のほかにも、必要に応じて清掃を実施し、

施設の良好な環境衛生、美観の維持に努めること。 

 

9 環境衛生管理業務 

（1）業務の対象範囲、業務内容 

環境衛生管理業務の対象範囲は、屋内施設内における一般諸室、空調・給排水設備

とし、清掃及びゴミ処理、害虫駆除清掃を含むものとし、指定管理者は、建築物にお

ける衛生的環境の確保に関する法律（ビル管理法）及び労働安全衛生法、水道法、水

質汚濁防止法等の関係法令を参考に、施設の環境衛生管理に努めること。 
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（2）環境衛生管理業務の基準 

ア 受水槽、貯水槽及びその付属部の清掃・点検及び検査を行うこと。  

イ 害虫駆除業務については、噴霧法、散布法その他の有効と認められ

る駆除方法を選択採用すること。  

ウ ゴミ処理  

(ｱ)可燃ごみ、不燃ごみ（ビン・缶）は、適正に収集・保管すること。 

(ｲ)保管されたゴミは、県･市に登録された収集者に積み込み運搬・処理・処分させ

ること。 

(ｳ)収集車への積み込みは迅速・丁寧に扱い、作業後は集積所の清掃を行うこと。 

(ｴ)収集者及び容器は廃棄物が飛散、流出若しくは悪臭がもれる恐れのないものに限

定すること。 

 

10 保安警備業務 

（1）業務の対象範囲・内容 

指定管理者は、対象施設及び対象施設周囲の防犯、防火及び防災に万全を期し、利

用者が安心して利用できる環境の確保のために保安警備業務を行うこと。業務に当た

っては、建物の使用目的、使用内容等を充分に把握するとともに、警備業法、消防法、

労働基準法等関係法令及び監督官庁の指示を遵守し、必要な措置を講じること。 

なお、企画イベント、その他興行の開催時における来場者・自動車等の誘導、警備

は、興行主が実施することを原則とする。 

また、夜間の保安警備については、機械警備によることも可能とする。 

（2）保安警備の基準 

警備に関しては、「建築保全業務共通仕様書」を参考に、巡回警備や機械警備によ

る保安警備を実施すること。 

ア 定位置業務  

定位置において、部外者の出入状況の確認、鍵の受渡（保管及び記録）、不審者

の発見及び侵入阻止、来訪者の応対、遺失品管理等を行うこと。また、急病の発生

等の場合には適切に対応すること。 

イ 機械警備  

対象施設の状況に応じ、建物のドア、ガラス等の破損・開閉の感知、施設内への

侵入者の感知、火災感知等の機能を有する機械設備を設置すること。 

 

11 その他維持管理業務 

本施設においては、屋内植栽展示にかかる植物の育成環境を一定に保つ必要があるこ

とから、以下の設備等を対象として、資格のある常駐員を配備し、維持管理業務を行う

こと。 
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（1）常駐管理 

ア 対象設備  

(ｱ)監視設備 

(ｲ)電気設備 

(ｳ)消防用設備 

(ｴ)温室設備 

イ 勤務時間  

(ｱ)供 用 日：午前８時半から午後５時半まで 

(ｲ)供用日以外の日：午前８時半から午後５時半まで 

(ｳ)通 年 夜 間：午後５時半から翌午前８時半まで 

供用日以外の日及び夜間については、業務に支障のないように配置すること。 

（2）維持管理業務に当たり必要となる資格（重複して所有することを妨げない） 

ア 第３種電気主任技術者（電気設備）  

イ 第３種冷凍機械取扱責任者（空気調和設備）  

ウ 消防設備士及び消防設備点検資格者（消防用設備）  

エ ２級ボイラー技師（温室設備）  

 

第10 経営管理業務 

1 指定期間前準備業務 

本施設の指定管理者として指定された事業者は、指定期間前の業務として以下の業務

を行うこと。 

ア 基本協定項目について市との協議及び基本協定の締結  

イ 配置する職員等の確保、職員研修  

ウ 業務等に関する事業計画書、各種規定の作成、協議  

エ 現行の管理運営業務の実施者からの業務引継ぎ  

オ 施設の管理運営上に必要な協議・届出等を行い、承認・許可等を得

ること  

カ その他指定管理者業務を実施するための準備  

 

2 事業資格・業務体制準備業務 

（1）事業資格 

指定管理者は、本書に定める業務を実施するために必要な官公署の免許、許可及び

認定等を受けていること。また、個々の業務について本書の規定により再委託を行う

場合には、当該業務について当該再委託先がそれぞれ上記の免許、許可及び認定等を

受けていること。 
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（2）業務体制 

指定管理者は、自らの職員又は本書に定める再委託先の職員のうちから当該施設の

管理及び運営に必要な資格を有する者をあらかじめ指名し、当該施設に配置しなけれ

ばならない。ただし、法令等により当該施設への常駐が義務づけられていない者につ

いては、あらかじめ、当該資格を有する者の氏名等を市に届け出ることにより当該施

設への配置義務を免除する 

 

3 事業計画書作成業務 

指定管理者は、毎年度当初に事業計画書を市に提出し、その承認を得ること。 

また、毎年９月 15 日までに次年度の事業計画書（案）を市に提出すること。次年度事

業計画書（案）においては、運営業務、維持管理業務に関する実施計画も記載すること。 

事業計画書等の作成に当たっては、その内容について、市と調整を図ること。 

 

4 各年度協定 

指定管理者は、基本協定及び次年度事業計画書（案）等に基づき、市と次年度の各年

度協定を締結することとする。各年度協定の協議内容、協議期間及び協定締結日等は、

基本協定もしくは市との協議の上、決定するものとする。なお、各年度の協定項目は以

下のとおりとする。 

ア 経理に関する事項（指定管理委託料等）  

イ その他業務実施上に必要とされる項目等  

 

5 事業報告書作成業務 

指定管理者は、月事業報告書及び事業報告書を作成すること。事業報告書は、前年度

の事業報告を毎年度 4 月末日までに市へ提出すること。 

月事業報告書は、翌月 10 日までに市へ提出すること。月事業報告書に記載する内容は

以下のとおりとし、書式は、市と指定管理者で協議の上、定める。 

【月事業報告書】 

ア 利用実績（使用者、使用率、入場者数、利用料金収入等）  

イ 管理業務の実施状況  

ウ 収支等の計算書類  

エ 自己評価  

 

6 管理規定・マニュアル等の作成業務 

指定管理者は、運営管理を行う上で必要となる各種規定、要項、マニュアル等を作成

すること。作成に当たっては、内容について市と協議を行うこと。 
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7 事業評価（モニタリング）業務 

指定管理者は、以下の方法により、利用者等の意見や要望を把握し、運営に反映させ

るよう努めるとともに、定期及び随時に結果について市に報告すること。 

市は、定期及び随時のモニタリング結果、利用者アンケート及び事業報告書の結果等

を考慮したうえで、指定管理者の業務が基準を満たしていないと市が判断した場合、是

正勧告を行い、改善が見られない場合、指定を取り消すことがある。 

（1）利用者アンケート 

施設利用者を対象に、本施設において提供するサービスの評価に関するアンケート

等を随時実施すること。また、指定管理者は、アンケート用紙の作成、配布、回収及

び分析を行うこと。 

（2）施設の管理運営に対する自己評価 

施設の管理運営に関して、適宜自己評価を行い、その結果を事業報告書にまとめ市

へ提出すること 

（3）定期及び随時の評価 

定期評価及び随時評価の詳細等に関しては、協定にて定めることとする。 

 

8 関係機関との連絡調整業務 

（1）運営会議の開催 

指定管理者は、本施設の適正な管理と施設利用の活性化を図るため、関係者が協議

する場として「企画検討会議（仮称）」を設置し、その開催に対し、主体的な運営・

支援活動を行うこと（年２回以上開催予定）。 

（2）市からの要請への協力 

ア 市から、施設の運営維持管理並びに施設の現状等に関する調査及び

資料作成等の作業の指示があった場合には、迅速、誠実に対応するこ

と。  

イ その他市が実施又は要請する事業（例：緊急安全点検、防災訓練、

行催事イベント、要人案内、監査･検査等）への支援・協力に対応す

ること。  

ウ 地元自治会、各種団体、地域住民、公共機関等と、協調を図り利用

促進活動に努め、依頼等には誠意を持って対応すること。  

 

9 次期指定管理者への引継業務 

（1）指定期間終了時の引継ぎ 

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の業

務を遂行できるよう、必要な引継ぎを行うこと。 
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（2）業務継続が困難となった場合の引継ぎ 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  

市は指定の取消しをすることができるものとする。その場合は、市に生じた損害

は指定管理者が賠償するものとする。また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、

本施設の管理運営業務を遂行できるよう引継ぎを行うこと。 

イ 当事者の責めに帰することができない事由による場合  

不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由により業務

の継続が困難となった場合、市及び指定管理者は、業務継続の可否について協議す

るものとする。業務の継続が不能となった場合には、双方協議の上、協定を解除で

きるものとします。なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、本施設の管理運営

業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとする。 

第11 その他の重要事項 

1 光熱水費等 

（1）一般的事項 

運営維持管理上必要となる電気、水道、ガス、下水道、電話料金等は、原則として

指定管理者の負担とする。指定管理者は、これら光熱水費等の削減に努めるとともに、

施設利用者の利便性の向上に努めなければならない。 

（2）電気料金の支出 

本施設には、電気料金の子メーターが設置されており、電力会社への支出について

は、公園園地分と一括して市が支出している。指定管理者は、子メーターの検針によ

り適正に算出された電気料金を市に支払うものとする。 

（3）設置・管理許可物件にかかる光熱水費等 

市の設置許可及び管理許可により、本施設において設置又は運営されている自動販

売機、売店、レストランの光熱水費等（電気、水道、ガス、下水道料金）は、本施設

の光熱水費等と一括経理されている。指定管理者は、引き続き当該経費を一括の経理

により支出すること。なお、当該許可施設にかかる光熱水費等は、指定管理委託料に

含むものとする。 

 

2 修繕 

指定管理者は、対象施設の建築物、建築設備、什器、備品等の劣化、破損等の発見に

努めるとともに、建築物、建築設備、什器、備品等が破損等により正常な機能を発揮で

きなくなった場合、もしくは正常な機能を発揮できない可能性が生じた場合、速やかに

適切な対処に努めるとともに、市に報告を行い、対処方法等に関し市と協議を行うこと。 

修繕の実施に関しては、１件当たり 20 万円以下の修繕は指定管理者の負担とし、その

金額を超える修繕は市が負担することとする。ただし、指定管理者の責による劣化、破

損等の修繕は、指定管理者の負担とする。 
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3 保険等 

指定管理者は、その分担するリスクに応じ、利用者等の事故等に備えた損害賠償責任

保険、市が所有する車両等に関する保険、市が所有する動産・不動産に対する保険等の

うち、必要な保険に加入すること。なお、市が加入を必要としている保険は、現金動産

総合保険、自動車任意保険、「施設賠償責任保険（指定管理者特約条項付き）」である。 

「施設賠償責任保険（指定管理者特約条項付き）」については、当該保険からの保険金

支払によって、被害者への損害賠償責任や市からの求償に対応することを原則とし、当

該保険への加入については、指定管理者を記名被保険者、市が追加被保険者、利用者等

を保険金請求者として加入するとことする。 

当該保険への加入については、指定管理者を記名被保険者、市が追加被保険者、利用

者等を保険金請求者として加入することとする。 

必要となる各種保険料は、管理運営経費に含まれるものとするが、保険等への加入行

為・申請等は、指定管理者が行うものとする。なお、加入・申請に当たって、所有者の

証明書類等が必要な場合は、市がこれを貸与・準備する。 

 

4 再委託 

指定管理者は、本書で規定する業務の全部を一括して、又は運営業務の全部を一括し

て、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

指定管理者は、業務の一部を委託しようとする場合は、事業計画書に委託内容等を記

載し、市の承諾を得ること。委託業者が決定した場合は、月事業報告書及び事業報告書

により、請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項を報告すること。 

 

5 その他 

本書に記載のない状況、状態が発生した場合には、指定管理者は、市と協議の上、誠

意をもって適切な対応、支援を心がけ、対処にあたること。 

 


